
令和3年度
全国安全週間実施要綱説明

令和3年6月
新居浜労働基準監督署



期間 7月1日から7月7日まで

主唱者
厚生労働省、中央労働災害防止協会
協賛者
建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害
防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

協力者
関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体

実施者 各事業場

準備期間 6月1日から6月30日まで



現在
新居浜労働基準監督署管内で
労働災害急増中！！



新居浜労働基準監督署管内
休業４日以上労働災害発生状況（業種別）

平成30年
全産業387件 製造業147件 建設業44件 道路貨物運送業46件

商業50件 保健衛生業41件
令和元年
全産業421件 製造業151件 建設業60件 道路貨物運送業42件

商業38件 保健衛生業44件

令和２年
全産業476件 製造業190件 建設業62件 道路貨物運送業43件

商業57件 保健衛生業58件



新居浜労働基準監督署管内
休業４日以上労働災害発生状況（令和２年型別）
全産業476件中

①転倒106件
②墜落・転落93件
③はさまれ・巻き込まれ71件
④動作の反動・無理な動作（腰痛など）43件

転倒 墜落・転落 はさまれ巻き込まれ 動作の反動・無理な動作



新居浜労働基準監督署管内の
休業４日以上労働災害発生状況（令和２年業種別・型別）

製造業 190件中
①はさまれ・巻き込まれ51件 ②転倒39件 ③墜落・転落27件

建設業 62件中
①墜落・転落20件 ②転倒12件 ③切れ・こすれ6件

道路貨物運送業 43件中
①墜落・転落17件 ②転倒5件 ②動作の反動・無理な動作5件

商業 57件中
①転倒16件 ②墜落・転落7件 ③はさまれ・巻き込まれ6件

保健衛生業 58件中
①動作の反動・無理な動作23件 ②転倒21件 ③墜落・転落5件



①通路や階段、作業場所での転倒
②高所からの墜落・転落
③機械によるはさまれ・巻き込まれ
④腰痛など無理な動作や体への負担によるもの

新居浜労働基準監督署管内にて近年多発する
「４つの事故の型」

転倒 墜落・転落 はさまれ巻き込まれ 動作の反動・無理な動作

これらの発生防止に重点的に取り組む必要があります



最も多い労働災害
高年齢者で多く発生
休業1か月以上が約6割
（骨折など）

主な原因
滑り
つまづき
踏み外し

対策のポイント
４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）
作業方法の改善
滑りにくい作業靴
危険マップ作成
ステッカーなどの「見える化」

まずは
転倒災害防止対策
について



１ 通路，階段，出口に物を放置していませんか
２ 床の水たまりや氷，油，粉類などは放置せず，
その都度取り除いていますか

３ 安全に移動できるように十分な明るさ（照度）
が確保されていますか

４ 転倒を予防するための教育を行っていますか
５ 作業靴は，作業現場に合った耐滑性があり，
かつちょうど良いサイズのものを選んでいますか

６ ヒヤリハット情報を活用して，転倒しやすい場
所の危険マップを作成し，周知していますか

７ 段差のある箇所や滑りやすい場所などを標識な
どで注意喚起していますか

８ ながらスマホやポケットに手を入れたまま歩く
こと，手すりを持たない階段の昇降などを禁止し
ていますか

９ ストレッチ体操や転倒予防のための運動を取り
入れていますか



転倒危険場所を見える化しましょう！

転倒の危険を感じた場所の情報を収集し，
労働者への共有を図ることが大切です。

危険場所にステッカーの掲示を行うなど，
転倒の危険を見える化しましょう！



＜職場の安全について、再点検してみましょう＞
１ 職場内で「４Ｓ活動」を実施していますか？
２ 職場内で「ＫＹ（危険予知）活動」を実施していますか？
３ 危険の「見える化」を実施していますか？
４ 従業員への安全教育・研修は行っていますか？
５ 朝礼や夕礼で安全意識の啓発を行っていますか？
６ 事業場のトップが安全パトロールを行っていますか？
７ 安全推進者を選任していますか？

＜職場での労働災害防止対策とその効果＞
「効率的な運用・管理」
整理整頓による荷物の運搬や積み替え作業の効
率化につながります
「サービスレベルの向上」
顧客・利用者の安全・快適さの向上につながり
ます
「他法令の遵守」
食品衛生法など、他法令上の遵守にもつながり
ます

第三次産業の事業者の皆さまへ



・「脚立の正しい使い方」「腰痛を防ぐ方法」「器具の正しい操作
方法」などを共有する
・安全意識の啓発
「どんな災害が起こっているか」（災害事例）
「災害が起こるとどうなるか」（ＫＹ活動など）

・「どうしたら災害は防げるか」正しい作業手順マニュアルなど
を周知する安全教育・研修が必要

・初めて職場に就いた従業員に対し，必ず雇入れ時教育を行う

労働災害やヒヤリ・ハット事例の情報共有
・災害事例やヒヤリ・ハットを収集する。
・「職場のあんぜんサイト」からも入手可能
・「ヒヤリ」とした，「ハット」した体験など，従業員が感じた職場
の危険について，労使全員参加で「ヒヤリ・ハット事例」を収集する

従業員全員への教育、安全意識の啓発を行いましょう
第三次産業の事業者の皆さまへ



・事業者や経営首脳などのトップが，
自ら労働災害防止に対する姿勢を明確
にし，安全衛生の基本方針を策定し，
従業員全員に表明する
・トップが率先して直接現場に出向き，
「トップの安全パトロール」を行うな
どにより，従業員全体の安全意識を向
上させる

安全活動の旗振り役である「安全推進者」を選任し，配置する
＜安全推進者の職務＞
・職場環境，作業方法の改善に関すること
・安全意識の啓発，安全教育に関すること
・関係行政機関への安全についての各種報告，届出など

第三次産業の事業者の皆さまへ

トップが率先して行動する



腰痛予防対策
■省力化
リフトなどの使用
■作業姿勢，動作
前屈，中腰，ひねりなど不自然な姿勢の低減
■作業の実施体制
作業人数，作業内容，作業時間，自動化の状
況，福祉用具の割り当ての管理
■作業標準の策定
作業姿勢，動作，手順，時間などについて策
定。作業内容に応じて定期的に見直す。
■休憩・作業量，作業の組合せ
適宜休憩して姿勢を変える。
夜勤や交代制など不規則勤務では昼間の作業
量を下回るようにする
■靴，服装など
足に合った作業靴，動きやすい着心地の良い
作業服
■腰痛予防体操
ストレッチを中心とした体操の実施



墜落・転落防止対策

はしご・脚立は，ごく身近な用具で
すが，使い方を誤ると，墜落・転落
により骨折・死亡などの重篤な災害
につながります。

はしごの災害事例
・はしごの上でバランスを崩す
・はしごが転位する
・はしごの昇降時に手足が滑る

脚立の災害事例
・脚立の天端に乗りバランスを崩す
・脚立にまたがってバランスを崩す
・荷物を持ちながらバランスを崩す



検討してみましょう
□ はしごや脚立の使用自体を避けられないですか？
□ ローリングタワー（移動式足場），可搬式作業台，手す
り付き脚立，高所作業車などに変更できないですか？

充分に検討しても他の対策が取れない場合に限って，
はしごや脚立の使用を安全に行ってください。
移動はしごの安全使用のポイント
□ はしごの上部・下部の固定状況を確認しているか

（固定できない場合，別の人が下で支えているか）
□ 足元に滑り止め（転位防止措置）をしているか
□ はしごの上端を上端床から60ｃｍ以上突き出しているか
□ はしごの立て掛け角度は75度程度か

脚立の安全使用のポイント
上から2段目以下の踏面に両足を乗せ，ひざの前面で天端を軽
く押しながら立ち作業を行ってください。

手足の3点支持を意識する
両手両足の４つのうち，常に手足合わせての3点以上が物に対
して力を加えている状態を保持してください。



陸上貨物運送事業の労働災害のうち
約7割が荷役作業で発生

トラック等の荷役作業時における
労働災害防止対策

荷主、配送先、元請事業者等の皆様の
ご協力・取組が不可欠です



荷役場所における
安全対策

・十分な広さ
・十分な明るさ
・床の凹凸の解消
・荷台との段差のな
いプラットフォーム
の設置
・荷台の外側に仮設
の作業床を設置
・墜落制止用器具
（安全帯）の取付設
備
・荷台への昇降設備

荷主等と運送事業者
との相互点検，連
絡・調整をお願いし
ます



荷主等と運送事業者
との間で取り交わす
こととしてください

本パンフレットや取組事例集は
各ＨＰからダウンロード可能です


